
 

 

「JNLA登録及び認定の取得と維持のための手引き（第21版）」の改正要旨 

平成29年8月9日 

認定センター製品認定課 

 

1. 改正理由 

・ISO/IEC 17011改正対応及び ISO/IEC 17025改正対応のための修正。 

・JNLA認定プログラムに関する事項の規定。 

・用語整理。 

・その他、様式変更、誤記等の修正。 

2. 主な改正内容 

◆第 1部 1. 1.6 登録（登録の更新）申請中の変更に係る手続きの第 1部  2.の登録（登録の更新）申

請内容の変更に係る手続きへの統合及び同手続き届出様式の統一。 

◆第 2部 JNLA認定プログラムの認定（再認定）及び認定維持申請手続きの規定及び認定国際基準に対

応する事業者に対する手続きの削除。 

3. 適用年月日 

平成29年10月1日からの適用開始を予定。 

なお、ISO/IEC 17025:2017の発行日を平成29年10月1日と予定しているが、この発行日の変更に伴って

適用開始日を変更するものとする。 

以上 


